
つなぐシートの運用方法

複合的な課題を抱えた方で
つなぐシートでの対応が適
切だと判断

つなぐシートの表面を記入
してもらう

優先度が高い次の相談先を選び、
相談者の都合に配慮し、支援者が
次の相談先へ相談予約を取り付け
る

該当課でできる対応を行い、
つなぐシートの裏面に対応
内容を記入

該当課でできる対応を行い、
つなぐシートの裏面に対応
内容を記入

更に次の相談先につなぐ必要が
あれば、優先度が高い次の相談先
へ相談予約を取り付ける

対応

その日中に福祉政策課へ
つなぐシートのコピーを提出

①初回相談窓口

判断

記入

対応

予約

案内

提出

・支援者がつなぐシートを持参し
次の相談先に相談者を案内する

・次の支援者に概要を説明する

②次の相談窓口 ③次の相談窓口

対応

対応

予約

案内 ・支援者がつなぐシートを持参し
次の相談先に相談者を案内する

・次の支援者に概要を説明する

提出 その日中に福祉政策課へ
つなぐシートのコピーを提出

対応 該当課でできる対応を行い、
つなぐシートの裏面に対応
内容を記入

提出 その日中に福祉政策課へ
つなぐシートの原本を提出

※課題が解決されなかったり、重層的支援会議/支援会議が適切だと
判断した場合は福祉政策課へ随時連絡



まるごと支援会議（重層的支援会議）フローチャート
相談

従来通り対応

つなぐシートを使い
関係機関につなぐ

課題が解決された

【まるごと支援会議（重層的支援会議）に諮る】
・制度の狭間の課題を検討
・複雑化、複合化した課題の検討
・支援者の拡充
・支援プランの作成

終了

個人情報に関する同意がとれた

支援会議

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

重層的支援会議

【既存の支援体制で対応】
・各課で連携し支援を継続
・既存の会議体を活用

いいえ

はい
複合的な課題がある

※つなぐシートを活用せずに
すぐに重層的支援会議に諮る方が
適切である場合

★まるごと支援会議（重層的支援会議）か迷ったときや
ご相談等ありましたらお気軽に福祉政策課へご連絡ください
内線2725・2739


